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ご不明な点がございましたら､ヒューマン･プライムまでお問い合わせください。 ℡.03-5695-7700

派遣労働者の同一労働同一賃金
前回･前々回のヒューマン･プライム通信では､2020 年 4 月より派遣会社に義務づけられる賃金決定

方法である【派遣先均等・均衡方式】及び【労使協定方式】の概要について記しました。第 3 回目は

法改正よって派遣先及び派遣会社が､どのような措置を講ずる必要があるかについて代表的な事項を記します。

Part ❸

●派遣会社と派遣先の間で締結する労働者派遣契約に記載する事項に､次の内容が追加されます。

　　❶ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

　　❷ 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か

　(※①の事項については､派遣会社による派遣労働者への就業条件等の明示事項に追加されます。）

派遣会社及び派遣先が講ずべき措置

● 派遣先に対し､労使協定方式の対象となる派遣労働者であるか否か通知する。

● 雇入れ時･派遣時に､派遣労働者に対して､労働条件（昇給・退職手当の有無など）を文書で明示しなければなりません。

● 不合理な待遇差を解消するために講ずる措置（派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式によってどのような措置を講ずる

　か等）を､資料を活用して説明しなければなりません。

● 派遣労働者の求めに応じて､比較対象労働者との間の待遇の相違の内容・理由等を説明しなければなりません。

　（資料を活用し､口頭により説明することが基本です。）

派遣会社が講ずべき措置

●派遣労働者に対し､業務遂行に必要な技能等を付与するための教育訓練の実施､

　福利厚生施設 ( 給食施設､休憩室､更衣室 ) の利用機会を与えることが義務化されます。

派遣先が講ずべき措置
●労働者派遣契約を締結する際に､

　派遣労働者と待遇を比較する正

　社員（比較対象労働者）の情報

　を､派遣会社に提供する必要があ

　ります。
※提供する情報は､【派遣先均等･均衡
　方式】と【労使協定方式】で異なり
　ます。

上記の派遣先及び派遣会社が講ずるべき措置は代表的なものです。

講じなければならない措置は他にもございますので､まずは下記参考資料等をご参照になり、

不明な点は都道府県労働局に問い合わせるなどして､詳細を十分にご確認いただいた上で､

2020 年 4 月の派遣法改正施行に向けての準備を進めてください。

■参考資料：「平成 30 年労働者派遣法改正の概要＜同一労働同一賃金＞」、
「同一労働同一賃金の法整備を踏まえた労働組合の取り組み～労働者派遣編～」（日本労働組合総連合会）

提 供 が 必 要 な 待 遇 情 報

派遣先均等･均衡の場合

労使協定方式の場合

❶ 比較対象労働者の基本情報（職務内容は何か､どのような雇用形態かなど）

❷ 比較対象労働者の選定理由

　（なぜ比較対象者として選定したのか）

❸ 比較対象労働者の待遇

　（比較対象労働者の待遇と水準､待遇の目的）

❹ 比較対象労働者の待遇決定の考慮事項

　（待遇の決定に際して考慮した事項は何か）

❶ どのような教育訓練があるのか

❷ どのような複利厚生施設が

　 あるのか

　（給食施設･休憩室･更衣室）

https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
https://humanprime.co.jp/190925/
https://humanprime.co.jp/190910-2/

